
《地域医療情報Ｎｏ２０》速報 「新型コロナウイルス対策」関連で重要な情報です！ 

☆「新型コロナ手当（危険手当）」をすべての従事した医

療機関で支給させよう！   《手当支給への補助金等の根拠》 
 

１）すでに本通信 NO.34 で既報の通り、政府は国家公務員に対する「コロナ手当」(防疫等作業

手当の特例)を、3/18 に人事院規則改定し、本年１月 27 日に遡って支給を制度化しました。（1 日

３千円。患者直接対応１日４千円） 

２）上記、国家公務員の制度化を受けて、総務省は地方自治体へ「通知」を発出し、消防関係

（患者搬送の救急隊員等）や公立医療機関、保健所等のコロナウィルス感染対策に従事する職員

への「手当」新設が進んでいます。（地方自治体職員は、手当の予算化と条例等の支給根拠改訂

が必要）  

３）また、職員の身分は公務員ではなくても、「公的医療機関等」に分類される、国立病院・労災

病院・JCHO・日赤や国立大学病院等でも、個々の経営体が独自に制度化（就業規則改訂事項）

する必要がありますが、国家公務員に準じた「コロナ手当」の新設が進んでいます。 

＊「国立病院機構」は 5 月 14 日に全医労との団体交渉で、基本的に国家公務員に準じる「コロ

ナ手当」を新設し、１月２７日に遡及して支払うことを労使確認しました。 

４）こうした状況の中、民間医療法人等に対する「コロナ手当」はどうなるのか？が新たな課題と

して浮上しています。 

マスコミ報道でも、医師会や看護協会など医療関係諸団体や、全国知事会など地方自治体関

係からも、官民関係なく「コロナ手当」の制度化の要望が出されています。 

 

５）これらの状況の中で、全国の都道府県や各自治体では 

①４月以降の「補正予算」等において、コロナ感染症患者を受け入れている病院に対する補助金

（1 床あたり・患者 1 人当たり）とともに、医師や看護師らを対象に「従事者手当」（危険手当）を国

の制度も参考に制度化を進めている傾向にあります。 

②また、医師や看護師への直接手当について、多くの都道府県が「医療従事者応援募金（ふるさ

と納税寄付金）」等による呼びかけが進んでいます。 

 

こうした中、国（厚労省及び内閣府）によるこの件への対応・見解が示されました。 

それによると、 

新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業に関するＱ＆Ａ（第１版）（５月13日厚労省発出） 

３ 本交付金を用いて、新型コロナウイルス感染患者に対応する医療機関に対する協力金や医療

従事者等に対する特殊勤務手当（防疫作業手当等）について、都道府県が医療機関に補助した

場合、補助対象となるのでしょうか。 

（答） 

○ 診療報酬において、重症の新型コロナウイルス感染症患者に対する一定の診療への評価を２

倍に引き上げるとともに、医療従事者への危険手当の支給を念頭に人員配置に応じて診療報酬

を引き上げることなどを行っています。 

○ 本交付金では特殊勤務手当等を補助する事業はございません。なお、都道府県の判断により
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追加的に支援を行う場合は新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（担当：内閣府）

等の活用をご検討ください。 

 

＊つまり、すべての医療機関を対象に「コロナ手当」を『地方創生臨時交付金』を原資
に都道府県や各自治体が制度化・予算措置を行って良いという回答となります。 

 

また、現時点（5/25 現在）では未確定ですが、マスコミ報道によれば、新たな国の「第二次補正

予算」の中で、「コロナ手当」に準じる「コロナ従事者」慰労金＝20 万円、10 万円の支給を

予算措置するとの報道があります。 

 

⇒すべての医療機関に対する「コロナ手当」支給は、国の補助金を活用しながら、都道府県や各

自治体単位で、「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」を活用して制度化するこ

とが可能であり、そうした方向での制度創設となっていない都道府県や各自治体に対しては、制

度化の要求を旺盛に要求していくことが必要です。 

 

2020/5/25現在

適用時期 手当名 手当額等 患者受け入れ補助 宿泊補助 予算 寄付金等

国家公務制度 1/27～
「防疫等作業手当」特例
（コロナ手当）

1日4千円・3千円

当面の対処方
策

国の補正予算
補助

二次補正―検討中
慰労金ー20万円
（直接従事）

慰労金ー10万円
（受け入れ準備）

０１北海道 1泊1万円上限

０２青森県
０３岩手県
０４宮城県
０５秋田県 特殊勤務手当へ補助 5月補正予算

０６山形県 検討 新型コロナ対策応援金

０７福島県 1日ー4千円

０８茨城県 1日4千円～2万円
病院の手当「支給計
画書」必要

ＰＣ1人当たり受入れ100万円

０９栃木県
ふるさと栃木医療従事者
応援寄付金

１０群馬県 4月以降 1人最大10万円 施設改修―1床上限100万円 宿泊―1泊8千円上限補助 5月補正予算

１１埼玉県 1日―4千円看護師ら
感染症指定病床以外で受入れ
―ＰＣ1人当たり25万円の協力
金

4月補正予算511億円

１２千葉県

１３東京都 4/1～6/30 医療従事者特殊勤務手当
1日上限3千円（医療
機関支給額まで）

要綱

１４神奈川県 医療従事者応援サイト

１５新潟県
１６富山県 検討 寄付金

１７石川県
１８福井県 1日4千円・3千円 受入れ全て 宿泊ー1泊4千円

１９山梨県
２０長野県 助け合いふるさと寄付金

２１岐阜県 検討 ふるさと納税寄付金

２２静岡県 検討 寄付金

２３愛知県 検討 　
ＰＣ1人当たり100万円、重症
（人工呼吸器・ＩＣＵ）200万円、
ＥＣＭＯ400万円

宿泊費補助
愛知県医療従事者応援
金（ふるさと納税）

２４三重県
２５滋賀県 検討 寄付金

２６京都府

２７大阪府 1日3千円
重症・中等症患者の
治療に従事する医
師・看護師

補正予算 助け合い基金（寄付金）

２８兵庫県 検討 寄付金

２９奈良県 検討 基金

３０和歌山県

３１鳥取県 検討中
患者受け入れー50万円/ＰＣ1
人当たり、受け入れ準備―10
万円/１床当たり

6月補正

３２島根県
３３岡山県
３４広島県
３５山口県
３６徳島県
３７香川県

３８愛媛県 1日3千円
濃厚接触業務―1日
4千円

３９高知県
４０福岡県
４１佐賀県
４２長崎県
４３熊本県
４４大分県
４５宮崎県
４６鹿児島県
４７沖縄県

合計

その他

「新型コロナ感染症」に対応する『手当』等の状況―③医療従事者への補助等

それぞれの医療機関対応と、一次補正で
臨時交付金の枠内で措置はＯＫ

コロナ感染対応―大幅な診療報酬引き上
げ措置で個別対応を要請、臨時交付金の

枠内

コロナ手当 支給要件

区分


